
用語の定義 

 
１ 施設・障害福祉サービス等・障害児通所支援等事業所の種類 

【 施 設 】 

保護施設 

(1) 救護施設 

 身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、

生活扶助を行う施設 

(2) 更生施設 

 身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助

を行う施設 

(3) 医療保護施設 

 医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行う施設 

 (4) 授産施設 

 生活保護法に基づき、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られてい

る要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長

する施設 

(5) 宿所提供施設 

 住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行う施設 

 

老人福祉施設 

(1) 養護老人ホーム（一般、盲） 

 65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが

困難な者を入所させ、養護する施設 

(2) 軽費老人ホーム（Ａ型、Ｂ型、ケアハウス、都市型） 

 無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与する施

設 

軽費老人ホームＡ型： 高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させる。

軽費老人ホームＢ型： 身体機能等の低下等が認められる者（自炊ができない程度の身体機能の

低下等が認められる者を除く。）又は高齢等のため独立して生活するに

は不安が認められる者を入所させる。 

軽費老人ホーム（ケアハウス）： 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があ

ると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者を

入所させる。 

都市型軽費老人ホーム： 都市部において、軽費老人ホームの設備や職員配置基準の特例を設け、

主として、要介護度が低い低所得高齢者を対象とする小規模な施設 

(3) 老人福祉センター（特Ａ型、Ａ型、Ｂ型） 

 Ａ型は無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康

の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設 

 なお、特Ａ型は保健関係部門を強化した施設で、Ｂ型は基本となるＡ型の機能を補完する施設 

 



障害者支援施設等 

(1) 障害者支援施設 

 障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う

施設（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設を含む。） 

(2) 地域活動支援センター 

 障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の便宜を

供与する施設 

(3) 福祉ホーム 

 現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、

日常生活に必要な便宜を供与する施設 

 

身体障害者社会参加支援施設 

(1) 身体障害者福祉センター（Ａ型、Ｂ型） 

 無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、

教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのために必要な便宜を総合的に供与する施

設 

Ａ型：身体障害者の福祉の増進を図る事業を総合的に行う。 

Ｂ型：身体障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業を行う。 

(2) 障害者更生センター 

 身体障害者又はその家族に対し、宿泊、レクリエーション、その他休養のための便宜を供与する

施設 

(3) 補装具製作施設 

 無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設 

(4) 盲導犬訓練施設 

 無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導

犬の利用に必要な訓練を行う施設 

(5) 点字図書館 

 無料又は低額な料金で、点字刊行物及び視覚障害者用の録音物の貸し出し等を行う施設 

(6) 点字出版施設 

 無料又は低額な料金で、点字刊行物を出版する施設 

(7) 聴覚障害者情報提供施設 

 無料又は低額な料金で、聴覚障害者用の録画物の製作及び貸し出し等を行う施設 

 

女性自立支援施設（令和６(2024)年から※） 

 困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図る

ための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせ

て退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設 

  ※令和６(2024)年4月より「婦人保護施設」から名称変更 

 

婦人保護施設（令和５(2023)年まで） 

 要保護女子を入所させて保護する施設 

 



児童福祉施設等 

(1) 助産施設 

 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を

入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設 

(2) 乳児院 

 乳児を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行う施設 

(3) 母子生活支援施設 

 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、

これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退

所した者について相談その他の援助を行う施設 

(4) 幼保連携型認定こども園（令和４(2022)年まで） 

 幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能を持つ単一の施設として、就学前の子どもに幼児教育

・保育を提供する機能や地域における子育て支援を行う機能を備える施設 

(5) 保育所型認定こども園 

 保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで、

就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能や地域における子育て支援を行う機能を備える施

設 

(6) 保育所 

 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて、保育を行うことを目的とする施設 

(7) 小規模保育事業所（Ａ型、Ｂ型、Ｃ型） 

 保育を必要とする乳児・幼児であって満３歳未満のものについて、保育を必要とする乳児・幼児

を保育することを目的とする施設において、保育を行う事業所 

Ａ型：保育所分園や小規模の保育所に近い類型の事業所 

Ｂ型：Ａ型とＣ型の中間の類型の事業所 

Ｃ型：家庭的保育に近い類型の事業所 

(8) 家庭的保育事業所 

 家庭的保育者の居宅等で、保育を行う事業所 

(9) 居宅訪問型保育事業所 

 保育を必要とする乳児・幼児の居宅で、保育を行う事業所 

(10) 事業所内保育事業所 

 主として従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供する事業

所 

(11) 児童養護施設 

 乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所さ

せて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行う施設 

(12) 障害児入所施設（福祉型、医療型） 

福祉型：障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能を付与す

ることを目的とする施設 

医療型：障害児を入所させて、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び

治療を行うことを目的とする施設 

(13) 児童発達支援センター（福祉型、医療型） 

福祉型：障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自

活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行うことを目的とす

る施設 



医療型：障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自

活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療を行うことを

目的とする施設 

※令和６(2024)年４月に、児童発達支援センター（福祉型、医療型）の一元化が行われた。 

(14) 児童心理治療施設 

 家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった

児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理

に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う

ことを目的とする施設 

(15) 児童自立支援施設 

 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導

等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導

を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設 

(16) 児童家庭支援センター 

 地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他か

らの相談に応じ、必要な助言、指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整、

援助を総合的に行う施設 

(17) 里親支援センター（令和６(2024)年から創設） 

 里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について

相談その他の援助を行うことを目的とする施設 

(18) 児童館（小型児童館、児童センター、大型児童館（Ａ型、Ｂ型、Ｃ型）及びその他の児童館） 

 屋内に集会室、遊戯室、図書室等必要な設備を設け、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増

進し、又は情操をゆたかにする施設 

小型児童館 ：小地域を対象 

児童センター：児童の体力増進を図る機能を有する。 

大型児童館 ：広域児童を対象 

Ａ型：都道府県内の児童館の指導及び連絡調整等の役割を果たす中枢的機能を有する。 

Ｂ型：自然の中で宿泊し、野外活動が行える機能を有する。 

Ｃ型：芸術、体育、科学等の総合的な活動ができる機能を有する。 

(19) 児童遊園 

 屋外に広場、ブランコ等必要な設備を設け、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又

は情操をゆたかにする施設 

 

母子・父子福祉施設 

(1) 母子・父子福祉センター 

 無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業

の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与する施設 

(2) 母子・父子休養ホーム 

 無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、レクリエーションその他休養のための便宜を供与

する施設 

 



その他の社会福祉施設等 

(1) 授産施設 

 社会福祉法に基づき、労働力の比較的低い生活困難者に対し、施設を利用させることによって、

就労の機会を与え、又は技能を修得させ、これらの者の保護と自立更生を図る施設 

(2) 無料低額宿泊所（平成30(2018)年までは宿所提供施設として調査） 

 生計困難者のために無料又は低額な料金で貸し付ける簡易住宅、又は宿泊所その他の施設 

(3) 盲人ホーム 

 あん摩師免許、はり師免許又はきゅう師免許を有する視覚障害者であって、自営し、又は雇用さ

れることの困難な者に対し施設を利用させるとともに、必要な技術の指導を行い、その自立更生を

図る施設 

(4) 無料低額診療施設（平成30(2018)年まで） 

 生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業を実施する施設 

(5) 隣保館 

 無料又は低額な料金で施設を利用させ、近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図る施設 

(6) へき地保健福祉館 

 へき地において地域住民に対し、保健福祉に関する福祉相談、健康相談、講習会、集会、保育、

授産など生活の各般の便宜を供与する施設 

(7) へき地保育所（平成26(2014)年まで） 

 へき地における保育を要する児童に対し、必要な保護を行い、これらの児童の福祉の増進を図る

施設 

(8) 日常生活支援住居施設 

 無料低額宿泊所であって、福祉事務所による生活保護受給者に対する日常生活上の支援の実施の

委託を受ける施設として、都道府県等から認定を受けた施設 

(9) 有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅以外） 

(10) 有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅であるもの） 

有料老人ホーム：老人を入所させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他

日常生活上必要な便宜を供与する施設 

サービス付き高齢者向け住宅：60歳以上の高齢者等を入居させ、状況把握サービス、生活相談

サービス等の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービ

スを提供する賃貸住宅等 

 

【 障害福祉サービス等】 

(1) 居宅介護 

 居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関す

る相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。 

(2) 重度訪問介護 

 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害

者であって常時介護を要する障害者につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、

洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外

出時における移動中の介護を総合的に行う。 

(3) 同行援護 

 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に

同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当

該障害者等の外出時に必要な援助を行う。 



(4) 行動援護 

 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するもの

につき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における

移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行う。 

(5) 療養介護 

 病院において機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療

並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間に

おいて、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び

日常生活上の世話を行う。 

(6) 生活介護 

 施設において入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支

援を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ

及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日

常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上

のために必要な支援を行う。 

(7) 重度障害者等包括支援 

 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢

の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有す

るものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供する。 

(8) 計画相談支援 

 障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の意向等を勘案

し、利用する障害福祉サービス等を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決定等が行われた

後に、障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定等

に係るサービス等利用計画を作成すること等を行う。 

(9) 地域相談支援（地域移行支援）  

 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者等につき、住

居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行う。 

(10) 地域相談支援（地域定着支援） 

 居宅において単身等で生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、障害の

特性に起因して生じた緊急の事態等に相談等を行う。 

(11) 短期入所 

 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、入所の必要が生じた障害者等につき、

障害者支援施設、児童福祉施設等に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必

要な支援を行う。 

 (12) 共同生活援助 

 共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において、相談その他の日

常生活上の援助を行う。 

(13) 自立訓練（機能訓練） 

 障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法そ

の他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。 



(14) 自立訓練（生活訓練） 

 障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して行う入浴、排せつ及び食事

等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要

な支援を行う。 

(15) 宿泊型自立訓練 

 知的障害又は精神障害を有する障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等

の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。 

(16) 就労移行支援 

 就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる

ものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の

向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における

職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行う。 

(17) 就労継続支援（Ａ型） 

 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労

する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練その他の必要な支援を行う。 

(18) 就労継続支援（Ｂ型） 

 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であ

ってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となっ

た者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所

に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知

識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。 

(19) 自立生活援助 

 居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、

相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報

の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助

を行う。 

(20) 就労定着支援 

 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用さ

れた障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を

行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指

導及び助言等の必要な支援を行う。 

 

【 障害児通所支援等 】 

(1) 児童発達支援 

 障害児につき、児童発達支援事業所に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能

の付与、集団生活への適応訓練等を行う。（児童発達支援センターの利用に係るものを除く。） 

(2) 居宅訪問型児童発達支援 

 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。 

(3) 放課後等デイサービス 

 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学し

ている障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等に通わせ、生活能力の向

上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。 



(4) 保育所等訪問支援 

 保育所等に通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団

生活への適応のための専門的な支援等を行う。 

(5) 障害児相談支援 

 障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行う。 

 



２ 設置主体・経営主体の区分 

（施 設 票） 

公立－私立 
公営－私営 

10分類 

公立・公営 

国・独立行政法人  

都道府県  

市区町村  

一部事務組合・広域連合  

私立・私営 

社会福祉法人  

医療法人  

公益法人・日赤  

営利法人（会社）  

その他の法人 1)  

その他 2)  

注：１）その他の法人は、「社会福祉法人」～「営利法人(会社)」を含む)以外の法人である。一般社団
法人及び一般財団法人、協同組合、特定非営利活動法人、学校法人、宗教法人などが含まれる。 

２）その他は、「国・独立行政法人」～「その他の法人」以外である。 

 

（障害福祉サービス等事業所票） 

公営－私営 10分類 14分類 

公 営 

国・独立行政法人  

地方公共団体 
 都道府県 
 市区町村 
 一部事務組合・広域連合 

私 営 

社会福祉協議会  

社会福祉法人（社会福祉協議会以外）  

医療法人  

公益法人  

協同組合 
 農業協同組合及び連合会 
 消費生活協同組合及び連合会 

営利法人（会社）  

特定非営利活動法人（ＮＰＯ）  

その他 ２） 
 その他の法人 １） 
 その他 ２） 

注：１）その他の法人は、「社会福祉法人」～「特定非営利活動法人（ＮＰＯ）」(協同組合を含む)以
外の法人である。一般社団法人及び一般財団法人、宗教法人などが含まれる。 

２）その他は、「国・独立行政法人」～「特定非営利活動法人（ＮＰＯ）」(14分類は「その他の法
人」を含む)以外である。 



３ 従事者 

 有給・無給にかかわらず、10月１日現在に施設・事業所（以下「施設等」という。）に在籍する者

を以下の区分で分類した。 

(1) 常   勤 

①専   従 施設等が定めた、常勤の従事者が勤務すべき時間数（以下「施設等の勤務時間数」

という。）のすべてを勤務している者で、施設等内の他の職務及び併設施設等の

他の職務に従事しない者 

②兼   務 施設等の勤務時間数のすべてを勤務している者で、施設等内の複数の職務に従事

する者又は併設施設等にも従事する者 

(2) 非 常 勤 常勤以外の従事者（他の施設等にも勤務するなど収入及び時間的拘束の伴う仕事

をもっている者、短時間のパートタイマー等） 

 

４ 常勤換算従事者数 

 兼務している常勤者（当該施設・事業所が定めた勤務時間数のすべてを勤務している者）及び非常

勤者について、その勤務時間を常勤換算方法（その職務に従事した１週間の勤務時間を当該施設・事

業所の通常の１週間の勤務時間で除し小数点以下第２位を四捨五入）により換算した人数と、常勤者

の専従職員数の合計をいう。 

 

５ 職種 

 資格の有無にかかわらず担当している業務内容により、主に以下の区分で分類した。 

 ただし、理学療法士、作業療法士、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、精神保健福祉士及

び栄養士については、資格を有し、かつその業務に従事している者とした。（なお、管理栄養士は、 

栄養士のうち、管理栄養士免許を有している者である。） 

(1) 施設長、園長、管理者（園長は令和４(2022)年まで） 

 従事者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う者をいう。 

(2) 生活指導員・支援員、生活相談員 

 在所者の生活の向上と更生を図り、日常生活の相談・指導等を行っている者をいう。 

(3) 職業指導員 

 その職名で働いている者ばかりでなく、技術指導、職能訓練などを担当している者も含む。 

(4) 作業指導員 

 作業を通じて自立のために必要な指導を行っている者をいう。 

(5) セラピスト 

 運動療法、理学療法、作業療法等の仕事に主として携わっている者をいう。 

その他の療法員 

 理学療法士、作業療法士の免許を有さず、理学療法、作業療法等の仕事に携わっている者、言

語聴覚士、聴能訓練師、あん摩マッサージ指圧師等をいう。 

(6) 心理判定員 

 在所者の心理を判定し、心理的更生を図らせるために必要な助言を行っている者をいう。 

(7) 職能判定員 

 在所者の職能を判定し、職業的更生を図らせるために必要な助言を行っている者をいう。 

(8) 児童指導員 

 児童の生活指導を行う者をいう。 

(9) 児童自立支援専門員 

 児童の自立支援を行う者をいう。 



(10) 児童厚生員 

 児童館、児童遊園等において、児童の遊びを指導している者をいう。 

(11) 保育士 

 保育士の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び

児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。 

(12) 保育補助者 

 保育士の資格を持たず、市町村長等が行う研修を修了し、保育士の補助として従事する者をい

う。 

(13) 子育て支援員 

 子育て支援員基本研修及び専門研修（地域保育コース（地域型保育））を修了し、「子育て支

援員修了書」の交付を受け、子育て支援員に認定された者をいう。 

(14) 児童生活支援員 

 児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。 

(15) 母子支援員 

 母子生活支援施設において、母子の生活指導を行う者をいう。 

(16) 介護職員 

 生活上の身近な世話をする者をいう。 

(17) 調理員 

 調理師免許の有無に関係なく、実際に調理を担当している者をいう。 

(18) 事務員 

 庶務・経理などを担当する事務職員だけをいう。 

(19) 主幹保育教諭 １）（令和４(2022)年まで） 

 園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる者をい

う。 

(20) 指導保育教諭 １）（令和４(2022)年まで） 

 園児の教育及び保育をつかさどり、保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び

充実のために必要な指導及び助言を行う者をいう。 

(21) 保育教諭 １）（令和４(2022)年まで） 

 園児の教育及び保育をつかさどる者をいう。 

(22) 助保育教諭 １）（令和４(2022)年まで） 

 保育教諭の職務を助ける者をいう。 

(23) 講師 １）（令和４(2022)年まで） 

 保育教諭又は助保育教諭に準ずる職務に従事する者をいう。 

(24) 主幹養護教諭 ２）（令和４(2022)年まで） 

 園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、及び園児の養護をつかさどる者をいう。 

(25) 養護教諭 ２）（令和４(2022)年まで） 

 園児の養護をつかさどる者をいう。 

(26) 養護助教諭 ２）（令和４(2022)年まで） 

 養護教諭の職務を助ける者をいう。 

(27) 主幹栄養教諭 ３）（令和４(2022)年まで） 

 園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の栄養の指導及び管理をつかさどる

者をいう。 

(28) 栄養教諭 ３）（令和４(2022)年まで） 

 園児の栄養の指導及び管理をつかさどる者をいう。 



(29) 教諭等（令和４(2022)年まで） 

 保育士の登録を受けておらず、幼稚園教諭の普通免許状又は幼稚園の助教諭の臨時免許状を有

していて、主幹教諭、指導教諭、教諭又は助教諭として従事する者をいう。 

 （「(19) 主幹保育教諭」～「(23) 講師」は除く） 

(30) 教育・保育補助員（令和４(2022)年まで） 

 教育・保育活動の補助業務に従事する者をいう。 

(31) 保育従事者 

 保育士又はその他の保育に従事する者として市町村長等が行う研修を修了した者をいう。 

(32) 家庭的保育者 

 市町村長が行う研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識を有すると市町村が認める

者をいう。 

(33) 家庭的保育補助者 

 市町村長が行う研修を修了した者であって、家庭的保育者を補助する者をいう。 

(34) 居宅訪問型保育者 

 市町村長が行う研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識を有すると市町村長が認め

る者をいう。 

 

注：１）認定こども園法第15条（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律の一部を改正する法律（平成24年第66号）附則第５条の特例が適用されるものも含む。）

に基づき、保育教諭等として採用されている者をいう。 

  ２）養護教諭免許状又は同助教諭免許状を有し、養護教諭等として採用されている者をいう。 

  ３）栄養教諭免許状を有し、栄養教諭等として採用されている者をいう。 

 

 


